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電機産業 における工職身分格差撤廃琢

賃金 ・資格制度か らみる一

久 本 憲 夫

豆 問題意識と仮説

職員と工員の同..処遇,そ れは日本の大企業の労務管理の特色のひとつとさ

れている。大戦中に縮まっていた職員 と工員の賃金格差は,戦 後の混乱のなか

でほζんど姿を消 したといってよいであろう。戦時体制が工職格差を著 しく縮

めたことは確かである。だが,も し単にそれが戦時体制の産物であるならば,

第二次大戦後,工 職格差が復活 しても何の不思議もなかろう。そうならなかっ

たのは,激 烈な戦後直後の労働組合運動があったからである。この点について

は,私 も異存はない。

しか し,こ う.した組.合運動が戦後直後のことであって,い わば革命的な 「事

件」として処理されている点は問題であるようにおもわれる。なるほど,組 合

史をみても,昭 和21年 から23年にかけて多 くの企業では工職身分格差の撤廃を

うたっている。 しか し,そ れは戦後の数年間のみで果たされてしまったのであ

ろうか。同一企業内でホワイ トカラーとブルーカラーの従業員の処遇が同じよ

うになるには,実 はかな りの時間を必要としたのではないだろうか。玉織身分

格差を単なる事件 として扱 うのは問題なのではないだろうか。

戦後の日本の組合がほかの国と比べて,強 力に工職格差の撤廃に力を注いだ

のはなぜなのだろうか。企業別組合だからなのだと言ってしまっていいのだろ

*本 稿は関西経済研 究セ ンター における報告を もとに して,そ の後検討 を加 え,加 筆修 正 した も

のであ る。
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うか 。企.業別 組.合で も ホ ワ イ トカ ラー とブ ル ー カ ラー が 別 の 組 合 を結 成 し,互

い に対 抗 す る こ と は論 理 的 に十 分 考 え られ る し,ま た 現 実 に も少 数 で は あ るが

日本 で も存 在 して きた 。 わ た しの仮 説 はつ ぎの よ うな もの で あ る 。つ ま り,日

本 の企 業 別 組 合 は 「社 員組 合 」 と して の機 能 を もち,組 合 員 の 「社 員 化 」 を も

とめ て,運 動 を組織 化 して い った。 そ して,昭 和20年 代 か ら40年 代 に か け て,

実 に30年 近 くをか けて,そ の 「社 員 組 合 」 と して の機 能 を純 化 させ て い った の

で は ない か 。 そ れ は 第二 次 世 界 大 戦 後 の 大 企 業 に と って は大 き な負 担 で あ った 。

しか し,労 務 管理 の 緊張 要 因 を徐 々 に経 営 者 た ち と組合 指 導 部 の あい だ で 試行

錯 誤 しなが ら取 り除 い て い ったの で は ない か,と い う こ とで あ る。 こ こで 「社

員組.合」 とは 「組 合 員 が 自 らを社 員=企 業 の積 極 的 な メ ンバ ーで あ る こ.とを も

とめ る組 合 」 とさ しあ た り定 義 して お こ う。 ここで い う 「社 員」 とは 会社 の構

成 員 で あ るか ら,こ う した 志 向 を もつ 組 合 は企 業 に とって,さ しあ た って は非

常 に や っか いで な ん と して もっぶ した い対 象 で す らあ った だ ろ う。

もち ろ ん戦 後 日本 の企 業 別 組合 の多 くは,こ うい つた 志 向以 外 に,企 業 内 の

労働 者 だ けで は な く企 業 外部 に い る労 働 者 の 労 働 条 件 も積 極 的 に改 善 して い こ

う とい う志 向 も有 して い た。 しか し後 者 の 志 向 は企 業別 組 合 が 企 業 内 組 合 化 す

るな かで 徐 々 に弱 ま って い った。 他 方,前 者 の 志 向 は こ こで い う 「社.員組 合 」

へ と徹 底 化 して い った。 それ を 「御 用 組 合 」 とみ る こ とはで きな い。 現 実 にお

い て,非 常 に 手間 暇 のか か る作 業 を組 合は お こな って い る。 こ の社 員組 合 の要

求 は,企 業 に と って,異 質 な労 働 力 の 企 業 内 で の 活用 を 困難 にす る。 この せ め

ぎあ い は企 業 内 に あ って は処 遇 制 度 に帰 着 す る で あ ろ う し,も っ と広 くみ れ ば,

社 外 工 ・派遣 労 働 者 の利 用,子 会 社 ・関 連 会社 の利 用 な ど とつ なが るだ ろ う。

昭和20年 代 の企 業 整 備 期 後 に企 業 が 競 って 臨 時 工 を増 加 させ てい った の は,当

該 企 業 の本 工 た ちが 企 業 内 労 使 関 係 の も とで 「社 員 」 と な りつ つ あ った か らで

あ り,大 企 業 が 社 外 工 を多 用 しは じめ,さ らに は積 極 的 に 「会社 別 雇 用 管理 」1〕

1}こ の用語 も私の造語であ る。組合の 「社 員化」志向が強か ったために,日 本企業 はほかの国の

大企業 に くらべて はるかに本体を小 さ くしていった。欧米な らば.賃 金体系が違 うなど従業員/
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と もいい うる よ うな 雇 用 管 理 を と りは じめ る の は,企 業 別 組 合 が 「社 員組 合 」

と しての機 能 を純 化 させ て い った か らで あ ろ う。 第 一次 オ イ ル シ ョ ックの と き,

日本 の多 くの組 合 は 組 合 員 の雇 用 確 保 を主 張 し,そ の見 返 りと して減 量経 営 に

協 力 して い った 。 こ う した企 業 別 組 合 の 「社 員 組 合 」 と して の純 化 の なか に,

労 使 関係 の安 定 ・成 熟 を み る こ とが で きる の は な い だ ろ うか ㌔ 本 稿 は こ う し

た仮 説 を 実証 す るた め の 作 業 の ひ とつ で あ る。

11戦 後の賃金 ・資格制度の変遷

関 西経営 者協 会 が 昭和30年 に実 施 した 「資 格 制 度 実 態 調査 報 告 」(『労 働 法 令

通 信』Vol.8No.37)に よれ ば,会 員 会 社61社 の う ち,資 格 制 度 を有 す るの

は56%に あ た る34社 で あ っ た。 これ を適 用 範 囲別 にみ た のが 表1で あ る。 昭和

30年 にお い て,34社 中 実 に19社 が 職 員 と工 貝 で 区 別 して い た 。 ま た資 格 制 度 に

お け る職 員 と.L員 の 区分 が 戦 後 ど の程 度 存 続 して い たか につ い て,森 〔196ユ,

135ペ ー ジ〕 に よ れ ば,昭 和34年 に お い て も何 ら か の 資 格 制 度 の あ る大 企 業 の

表1資 格制度の区分

・全 従業 員 対 敦

ユ.職 員,工 員 に分1ナて い る

2.社.員,準 社 員 に分 け てい る

3.社 員一 本 に してい る

・職員 の み を対 象 と してい る

12社

4社

11社

7社

出典 「労働 法令通 信」VQI.9N..37,2頁(19551一)

、層間の格差が大 きいため,仕 事 の違 う従業員 を同 じ会社の従業員 として も高コス トにはならない

が,日 本では会 社を分 けることで これ ら違 った層の従業員処遇 して きているので はないか とい う

ことか らこう した用語 を造 った。

2)こ の場 合,「 企業」を どう捉 えるか によって,「 社員組合 」の今後への展望が異 なる。つ ま り,

口本の大企業¢ 多 くを一労働 者自主 管理 型企業」 とみなせば,π 社.員組 合」は成功のゆ えに存在

意義を失 って しまうか もしれ ない.し か し,経 営者 と一般 従業員 の役割 の相違や株主 の役割に注

目すれば,決 して存在意義が なくな るものではない。また,歴 史的 な役割 に注 口すれば,た とえ

「労働者 自主管理 型企 業」を主張 する者で も,そ の意味をないが しろにずべ きで はないだろ う.

なぜな らば,私 の仮説 によれ ば,「 社員組合」 の成功 によっては じめて,そ うした企業 類型が可

能 となったか らで ある。最近の企業論 につい ては,さ しあ たり西山(1983),今 井 ・小宮(1989)

を参照のこと。
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3分 の1強 で,杜 ・工 員 の 身分 制 度 が 存 続 して い た 。

賃 金 支 払制 度 と して,2種 類 の区 別 が あ る とお もわ れ る 。一 つ は,日 給 制 か

月 給 制 か とい う問題 で あ り,も う一 つ は 能 率給 の 適 用 の 有 無 で あ る3,。 まず,

前 者 か ら見 てみ よ う。

昭和32年9月 に実 施 さ れ た労 働 省 の 「給 与 制 度 特 別 調 査 」 に よれ ば,労 務

者 ・職 員 と も月給 制 を と る企 業 は全 体 の26.7%に す ぎ ず,職 員 と労 務 者 で支 払

形 態 が 異 な って い るの は 実 に5割 を越 え て い た。 と くに製 造 業 で は この傾 向が

強か った 。 これ に対 して,月 給 者 とそ れ以 外 の者 を区 分 す る基 準 が 上級 社員 ・

役 付 き と下 級 社 員 ・一 般 とす るの はわ ず か5%に す ぎな か った(表2)。 調 査

対 象 が違 うので 安 易 な比 較 はで きな い が,参 考 ま で に 関西 経 営 者 協 会 が 昭和47

年 に会 員企 業236社 に対 して お こな った 同 種 の 調 査 に よれ ば,常 用 従 業 員 に 複

数 の賃 金 支払 形態 を と って い る企 業 と単..一の 企 業 は半 々で あ っ たが,月 給 制 社

員 のい る企 業 で複 数 の賃 金 支 払 形 態 の 場 合,事 務 ・技 術職 とそ の他 で 区 分 して

い る企 業 は少 な く,と くに1,000人 以 上 の大 企 業 の 場 合,3分 の2以 上 が職 位

に よ って 区分 して あ った(表3,4)。 こ う してみ る と,日 給 者 と月 給 者 の 区分,

そ れが 職 員 と工 員 の 区 分 を 意 味 す る こ とは昭 和30年 代 か ら40年 代 に か け て徐 々

に な くな って きた とい え る よ うに お もえ る。

ブ ル ー カ ラー の 賃 金 の俸 給化 につ い て は,白 井(1970,1992)が 参考 に な る。

白井 に よれ ば,第 二 次 大 戦 後,:1:員 と職 員 の賃 金 支 払 い 形 態 が 統 一 化 して い く

時 期 は 二 つ あ る。 まず,周 知 の よ うに 敗 戦 直 後 の1946-48年 の 時 期 で あ る。 つ.

ぎ に昭 和30年 代 後 半 以 降 の 時期 で あ る。 前 者 の 時 期 は,多 くの場 合 工 職 統 一 組

合 と して 成 立 した 企 業 別組 合が 職 員工 員 の身 分 格 差撤 廃 闘争 を 闘 った 結 果 と し

て,賃 金 格 差 が縮 小 しただ けで な く,付 加 給付 格 差 の縮 小 ・撤 廃 が もた らさ れ

た 。 そ の な か で,工 員層 の欲 求 を最 も は っ き りと しめ す の が,月 給 者 と 日給 者

3)戦 後 の能率給 につ いては,村 松 〔198ア),尾高 〔1989),仁 田(1993)の 研 究がある。周知 によ

うに,戦 後一時期能率給導入の動 きがあったが,そ れは自動車産業な どをのぞいて,急 速 に廃 れ

てい く,



表2産 業別,給 与形態別企業数 とその割合

単 一 形 態 二 形 態 併 用 三形態以上混用

産 業 合計
計 時給 日給 月給

.出来
:高給 計1. A B C D E F その他 刮. A B その他

総 数 1,570 419 2 24 391 2 …922… 539 39 55 148 13 55 78 229 162 13 54

(loo)(26.7) (0.D 〔1,6〕 (24.9) ゆ.1) (58,7>1(33、7) (2.5〕 (3,5) 〔9.4> (1.1) (3.5) (5,0) (1a.6)〔10.3) ω.9> (3.4)

鉱 業 64 5 一 1 4 一 16 10 2 一 2
一 1 1 43 48 }

一

〔10の (7,8,

一

(1.6〕 (6,2) 一
〔25、O).1:15,6) (3.D 一

(3ユ 〕

一

(1.6) (1.6} (67,幻 (67.2> 一 一

建 設 業 43 11 一 一 11

一

29 23 3
一 2 一 一 1 3 3 一 一

(100)(25.6) 『 一 (25,6) 一
(67.4).(:53、5) (7.①

一

〔4.6}
一 一 (2.3) 〔7,① (7』) 一 一

製 造 業 1,170 219 2 21 194 2 783: 4ア6 13 54 119 13 50 58 168 103 13 52

〔100) (1s.7) (o.2) 〔1.8) (16.5) 〔0.2) 〔66.9)';(aO.7〕(1.1) (4,6} 〔10.2} 〔1.1> 〔4.3) (5.0) 〔14,の (8.8} 〔1.1) (4.4)

卸売及 び小売業 105 74 一 一
74 一 28 10 一 一 12 1 1 4 3 2 一 1

〔100) (70.5) 　 一 (70.5) 一
〔26、7)(9、5)

一

一
〔11.4〕(1.0> (1.0) (3.8> 〔2,8} (1.9) 一 (o.9)

金融及 び保険業 58 52 一 一 52 一 5 一

一

一 1 一 一 4 1 　 } 1

(10Q)(89,7}

一一

(89.ア)
　 (8.6)

一一一

(1.7} 一 一 (6.9> 〔1.7〕
一 一 (1,7)

不 動 産 業 17 13

一...

一 13

一

4
一 一 一

2
「一 一 2 一 　 　 皿

(loo)(76.5}

一

『 (76,5) 　 〔23.5) 一 一 一 (11.7〕

一

一
(1ユ.8) 『 一 一 一

.運輸通信及びその 113 45
一

2 43
一

57 10 21 1 10 4ヨ 3 8 11 11
一 一

i他 の 公 益 事 業 (100)(39.9) 一
(1.8〕 (38.1) 一 (50.4);(8.8)〔1呂.のω,9} 〔8.s〕 〔3.5}(2,6) (7.1} 〔9,7) (9.71 　

一

注:Aと は,職 員が月給で労務者 が日給

Bと は.職 員が月給で労務者 が出来高給

Cと は,職 員が月給で労務者が時給

出典:r賃 金通信」vol.11No.28,2頁 〔1958年)

Dと は,職 員が月給で臨時または試用が 日給

Eと は,上 級社員が 月給で ド級社 員が 日給

Fと は,役 付など職員 ・」工員の一部が月給でその他が日給

π
断
節
び
H
」澤

蹄
"〉

〔
N
お

)

閉



表3賃 金支払形態 く常用労働者〉 (会社数)
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8
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0
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0

0

0
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閃槙規業企

業

象対査産調態推算司

制
制
制
制
制総総日日給給給給給月全月完全月不完日時

型
一

単

制
制
制給給日日ム]

給辛

給月全月完全月不完

里数複

羅
輔
騰　　　　

月
月
月
不
給
不
月
日

晒㊧⑪㊧㊥とととと㊨
,

㊨
㊧
㊧
⑪とととと㊥と⑪⑪⑳⑲

2

種

類

3

種
類

集

計

通

算

実

施

型

別

注一 計算形態一 はそれぞれ次のよ うに定義 した ものである。

月給制=賃 金の基本的部分を月額によって定め,欠 勤について控除 しない形態,た だし,1ヵ 月を金欠 した場合 またはそれに準ずる長

期欠勤がある場合に控除 〔例えば.全額控除無支給)す るものはこの形態に含 めている、.

不完全 月給 日給制:賃 金の基本的部分を月額 によって定めるが,欠 勤等不就業がある場合,当 該のi.1敏ない し時間に相当する金額よ り

も低い金額の基準 で控除す る形態,な お.欠 勤が1日 を超える一定日数以上 に及ぶ場.合に限って控除す るもの もこの形態に含

めているr、

完全 月給 日給制:賃 金の基本的部分 を月額によって定めるが,欠 勤等不就業がある場合に当該の 日数ない し時 間に相当す る金額を控除

する形態

日給制(時 給制):賃 金 の基本的部分 を日額(時 間あた り金額)で 定め,勤 務 の日数ない し時間数に応 じて支給す る形態
出典=「 賃金通信』v.1.26No.17,21頁(1973年)
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表4:月 給制の適用範囲(常 用労働者〉 (会社数)

企業規模(人) 1.000以 上 1脚O未 満300以 上 300未 満

産 業 計 製造業 非製造業 計 製造業 非製造業 計 製造業 非製造業

適用範囲 実施会社 44 34 10 44 31 13 87 63 24

全 従 業 員 16 8 8 14 6 8 28 11 17

管 理 職.1

課 長 以 上

課 長 代 理 以 上 ・次 長 以 上

係 長 以 上 ・作 業 長 以 上

資 格 ・ 職 級 一 定 以 上

5

4

1

3

4

5

4

1

3

4

0

0

0

0

0

4

6

〔,

0

4

4

6

0

0

4

o

o

O

O

Q

15

6

2

1

4

12

5

2

1

4

3

1

0

0

0

事 務 職

事 務 ・ 技 術 職

社 員

職 員

事 務 ・技術 と一部 の作 業員

0

2

1

2

2

0

2

1

1

2

0

0

0

1

0

ユ

.3

3

7

ユ

1

2

3

3

1

0

1

0

4

0

6

2

1

15

1

6

2

1

12

1

o

o

D

3

0

勤 続 一 定 以 上

そ の 他

2

2

1

2

1

0

o

ユ

0

1

0

0

2

4

2

4

o

o

出典:「 賃 金 通信1vO1.26No.17,14頁 〔1973年)
(舘
じ

勺
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の 区別 の廃 止 で あ った し,工.貝.月 給 化 で あ った 。 しか し,こ の時 点 で 現在 「日

本 的 経 営 」 を特 徴 づ け る とさ れ る ブ ル ー カ ラ ー と ホ ワ イ トカ ラー の 同 一処 遇 が

成 立 した とす る の に は疑 問が 残 る。 と い う の は,白 井 が い う よ う に昭和24年 以

後,能 率給 の 導 入 を は じめ とす る経 営 側 の巻 き返 しが あ った か らで あ る。 企 業

内 で ホ ワイ トカ ラー とブ ル ー カ ラ ーの 賃 金 処 遇 制 度 の統 一 は,技 能労 働 力 不 足

と大企 業 ブ ル ー カ ラ ーの 高 学 歴 化 が 主 な 原 因 で あ ろ う といわ れ てい る。 以 下 で

は総 合 電機 メ ー カー の 職 員工 員 格差 に つ い て検 討 す る。

m総 合電機メーカーにみる職員と工員の格差撤廃

1東 芝

東 芝 の 資 格 体 系 に?い て,図1を み てい ただ きた い 。 形 式 的 に も,一 本化 の

流 れが 確 認 で き る。 さて 組 合 の説 明 に よ る と,「 東 芝 の資 格 制 度 は,重 軽 電 合

併(昭 和13年}以 後,職 員 は 昭和14年9月 に統.一 して制 定 され,18年9月 の改

正 と26年4月 に一一部 改 正 が あ って,昭 和39年 まで 運 用 され て い た 。工 員 に対 す

る 資 格 制 度 は,合 併 後 も制定 され ず に経 過 した が,軽 電部 門で は事 業 場 に よ っ

て は 多 少 の 差 異(呼 称 上 〉 を もち なが ら も,今 口的 な形 で の資 格 制 度 を有 して

い た 。 重 電 部 門 に お い て は,工 員 の資 格 制 度 とい う もの は な く,役 職 一 本 の な

か で 処 理 さ れ て い た 。工 員 の資 格 制 度 が 全 社 的 に採 用 さ れ た の は 昭和27年3月

の こ とで あ る 。 そ れ ま で堀 川 町工 場 に設 け られ てい た工 員 資 格 制 度 を全 社 的 に

統 一 して採 用 した もので,労 使 の了 解 書が 取 交 わ さ れ て い る。 こ の よ うに 旧資

格 制 度 は 職 員,工 員 とい う二 つ の 系 統 か ら な る 身分 制 度 的 色 彩 の 強 い もの で

あ.つた 。」(電 機 労 連(1975)66ペ ー ジ)こ の 「資格 制度 は,昭 和27年 に統 一 整

備 さ れ,工 員制 度 につ い て は労 使 了 解 書 が 交換 さ れ て い た。 この 資 格 制 度 が労

働 条件 を最 も規 制 してい た の は.一時 金 配 分 係 数 が資 格 別 に定 め られ て い る こ と

に よ る一 時 金 問題 で あ っ た。 また これ は,退 職 金,旅 費,福 利 面 〔金 融 貸付 制

度)等 に 影 響 を与 え てい たが,賃 金 体 系 との つ な が りは殆 ん どなか っ た。」(電

機 労 連(1975)89ペ ー ジ)



1964年6.月 以 前
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図 一1;東 芝 に お け る資 格制 度 の変 遷

1964年7月 よ り

(253)9

1977年7月 よ り

出典:電 機労連[1975(1)66頁]

東芝労働組合30年運動史[1981]364頁

さ て,「 東 芝 労 組 は,資 格 制 度 につ い て,賃 金 体 系 の検 討 とあ わ せ 制 度 運 用

上 の 問題 点 の是 正,昇 格枠 の拡 大,身 分 変 更 の促 進 を はか る と と もに 労働 組合

と して の基 本 的 な方 向 につ い て検 討 を は じめて い た 。 こ う した 中 で,昭 和39年,

会 社 よ り賃 金 体 系 の改 訂 案 と と もに資 格 制 度 の 改 訂 が 提 案 さ れ,資 格 体 系 ・名

称 ・昇 進 基 準 な ど労 使 の 問で 協 議 を.重ね,従 来 の年 功 偏 重 か ら脱 皮 し,職 能 中

心 の運 営 を本 旨 と した 新 資格 制 度 が 制 定 され,同 年7月1日 よ り実 施 さ れ て い

る。 旧資 格 制 度 と異 な る点 は,① 職 員 ・工 員の 身 分 を廃 止 し,全 員社 員 の 名称

に統 一 した,② 資 格 体系 を下 位 体 系 は一 本 と し,中 間 段 階 は 職 掌 に よ り事 務 技

術 の主 事 コー ス と技 能職 の技 士 コー ス の2本 に分 け,さ らに そ の 上 を 一本 化 し

てい る,③ 資格 に は各段 階 と も昇 進 基 準 と して 最 短 ・標 準 お よび 最 長 年数 を定

め て い る,④ 新 た に学力 検 定 制 度 を設 け,夜 間 学 校 卒 業 者 ・途 中 入社 者 な どに
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道 を 開 い た,⑤ 専 門職 制 度 を と り入 れ た,⑥ 資 格 制 度 と賃 金体 系 を結 びつ けた

能 力 加給 を新 設 した,こ とで あ る。

そ の 後,昭 和49年 春 闘 にお い て基 幹昇 給 の昇 給 ライ ン区 分 を資 格一一本 の基 準

に改 訂 した.こと に よ り,資 格 制 度 に お け る最 長 在 任 年 数 の 主 三 ・技 三 まで の設

定 と運.周面 の改 善 につ い て,労 使 で 協 議 す る こ とに な って い る。 … … 旧資 格 制

度 に お い て は,34年 春 闘 に お け る作 業 給 へ の 資 格 別 定額 の付 加 に よ り,多 少 の

資 格 要 素 が 加 わ って きた ので あ るが,賃 金 との 結 びつ きは ほ とん どなか った 。

39年 の賃 金 体 系 改 訂 に よ る能力 加 給 の新 設(本 給 に資 格 ・本給 段 階別 支 給 率 を

乗 じた もの),基 幹 昇 給 ラ イ ン編 入基 準 へ の資 格 要 素 の 加 味,43年 主 任 仕 事 給

の 資 格 に よる賃 率 設 定,48年 の 管 理 監 督企 画 職仕 事 給 に お け る組 長 ・企 画職 及

び主 任 の 資 格 に よ る 賃 率設 定,49年 の基 幹 昇 給 の 昇給 ライ ン区分 の資 格.一本化

な どに よ り,資 格 制 度 と賃 金 は深 い 関連 を持 つ に至 った 。 …… 一 時 金 配 分 の う

ち,本 給 ・資 格 基 準 部 分 の 支 給 率 が 資 格 別 に 決 め られ」 て い た。(電 機 労 連

(1975)66,67ペ ー ジ)

組 合 新 聞(S.32.4.12付 け)に よれ ば,組 合 は昭 和32年3月25日 の 中央 労使

協 議 会 にお い て 資 格 制 度 につ い て の要 求 を出 して い る 。 そ こで は,職 員 資 格 制

度 が 内 規 で 実 施 さ れ て い る ら しい とい た うえ で,こ れ を組 合 に明 らか に させ る

こ と,工 員 資格 制 度 につ い て は組 合 調香 に よ る と特 に 欠点 が な くて も基準 年 数

よ.り2-3年 遅 れ て い る者 が 相 当あ る よ うだ と指 摘 して い る。 組 合 と して は会

社 が 人 物 評価 を重 視 して き てい る と して,そ の廃 止 を 要求 してい る。 また,工

員 か ら職 員 へ の 身分 変 更が 昭 和27年 と31年 の2回 お こなわ れ てい る と して い る。

この よ うに,資 格 制 度 につ い て は工 員 は そ の 基準 が労 使 協 議 の対 象 で あ った の

に対 して,職 員 の資 格 制 度 は会 社 が 一 方 的 に 実施 して お り,組 合 は なん ら関与

す る こ とがで きなか っ た ので あ る。 これ は少 な く と も昭和30年 代 初頭 にお い て

は 職 員 と工員 が制 度 上 明確 に区 分 され て い た こ とを意 味 す る。

資 格 制 度 自体 につ い て昭 和37年 ユ月 のr東 芝労 連 の 当 面 の 目標』 の な か で,

組 合 は こ う語 って い る。 「労 働 組 合 が 資 格 制 度 を.積極 的 に.認め て い くこ とに は
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問題 が あ ります が,現 在 これ が あ り,し か も労働 条件 に大 き く影 響 して い る こ

と を考 え る と,こ れ を無 視 す る こ とは で きま せ ん 。現 状 に おい て は資 格 制 度 運

営 の合理 化 を 要求 し,将 来 方 向 と して は,賃 金 制 度 と併 せ て研 究 し ます 」 と。

こ う した資 格 制 度 に対 す る消 極 的 な 姿 勢 は,資 格 制度 が組 合 員 を階 層 的 に位 置

づ け る こ と 自体 に対 して一 面 で は反 発 す る もの の,他 面 何 らか の昇 進 を期待 す

る組.合員 の心 情 を 反 映 して い る とお もわ れ る。 これ が 資 格 制 度 にお け る工 職 格

.差解 消 の提 案 が 多 くは 会 社 か らな さ れ た大 きな理 由で あ った とお もわ れ る。 他

方,会 社 と して も人 事 権 を 盾 と して これ を 団体 交 渉事 項 とす る事 を拒 否 し続 け

て きた 。(東 芝 労 連 新 聞S,39.4.25)

さて,時 代 は 前後 す るが,東 芝 は昭 和24年,企 業整 備 の直 中 にあ って,労 働

協 約 の 自動 延 長 を破 棄,組 合 は分 裂 して い る。 しか し,東 芝 の場 合 は再 統 一 へ

の 志 向 は強 く,2年 後 に再 統 一 して い る。 以 後 労働 協 約 闘争 が 戦 わ され るが,

こ の なか で も工 職 格 差 の解 消 が 問題 とな って い る。 ま ず,病 欠期 間 は勤 続 年数

の み な らず 職 員 と工 員 で ち が って い た(組 合 新 聞S.30.12.20の 労 働 協 約 特 集

号)。 た と えば,結 核 以 外 の病 気 で 欠勤 す るば あ い勤 続5年 以 上10年 未 満 の 職

員 は10ヶ 月 にた い して..L員は8ヶ 月 まで 欠 勤 が 認 め られ て い た 。会 社 と して は

差 をつ け る こ とが 当 然 と考 え てい た 。 組 合 新 聞 に よれ ば,当 初 会社 は 「こ の期

間 は 会社 の.従業 員 で あ る とい う こ と を決 め る 基 準 なの だ」 と主 張 した とい う

(組合 新 聞S.31.9.25)。 もっ と もの ち に は工 職別 を 資 格 別 とす る よ う に譲 歩 し

た 。 つ ま り,「 職 員 」 の と こ ろ が 「准 社 員 ・技 員 二 級 以 上 」 と修 正 さ れ た の で

あ る。 組 合 は これ に よ って 約6,000.人 の工 員 が 職 員 ラ ンク に入 る と して 了 承 し

た(組 合新 聞S.31.9.25)。 また給 与 の支 払 日は職 員 は25日 で あ るの に対 して,

工 員 は25日 に1.5A(Aは か っ て の本 給 の こ と と思 わ れ るが 詳 細 は不 明 て あ る),

28日 に残 額払 い と二 回払 い とな って い た 。 組 合 は工 員 も職 員 と 同 じ25日 の.一括

払 い を 要 求 したが,昭 和3】年1月 に調 印 さ れ た労 働 協 約 で は組 合 は工 員 の 残 額

払 い の 日を27目 にす る こ と しか で きな か った 。 同 年10月 の時 に も成 功 して い な

い 。結 局,賃 金 支 払 日が 職 員 工 員 で 同 じに な った の は,昭 和33年 の 労 働協 約 に
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お い てで あ った 。 なお,こ の と き病 欠期 間 の資 格 に よ る格 差 廃 止に 成功 して い

る 。 も っ と も休 職 期 間 は そ の ま ま で あ るが 。(組 合 新 聞S.33.9.30,東 芝労 連

組 合 史425ペ ー ジ)

資 格 制 度 が,賃 金 と直接 関係 す るの は一 時 金 で あ る。 昭 和32年 の 年 末 一 時金

を例 に 取 る と算 定 式 はつ ぎ の よ うに な る(表5)。 この 資 格 別 格 差 係 数 自体 は

現 在 も残 って い るが,昭 和40年 代 の資 格 制 度 で 同 格 とさ れ た 主事 三級 と技 士 三

級 の資 格 係 数 の差 が な くな る の は も う少 し時 間 を必 要 と して い る 。

表5:資 格別格差係数 と年末一時金 算定式(昭 和32年)

資 格 格差.係数 資 格 格差係数

主事二級

主事三級

社 員

准社 員(S.28年 以前)

(一 般〉

(新高卒)

1、000

950

723

522

442

412

技 員特級

技員一級

技 員二級

652

522

412

雇 員(S.27年 以 前) 392 1 技員三級 324

(一 般) 324

傭 員1 250 普 通 工 250…

・時金総額=〔本給×格差係数1+(本 給 ×3.24)+一 律+特 別一時金

出典:『東芝労働者」昭和32年11月16日号

と こ ろで,組 合 史 や組 合新 聞 の なか で は 日給,月 給 制 は ほ とん ど問 題 視 され

て い ない 。 しか し,昭 和28年 時 点 の給 与 規則(準 則)に よれ ば,月 給 者 は雇.員

以 上 の 職 員 及 び技 員1級 以 上 の工 員で あ り,傭 員 及 び技 員2級 以 下 の工 員 は 日

給 とな っ て い る%い っ か ら月給 制 に 移 行 し たか は不 明 で あ る 。 な お,現 在 の

資 格 制 度 の も とで は,主 事 三級 以 下 の仕 事 給 部分 は 欠勤 な どの部 分 が 減 給 さ れ

る形 と な って い る。(電 機 労 連(1989>)

2三 菱電機}

の 労働法令協 会調 査部 ほ953〕 所収の 「東京芝浦電気 給与 規則(準 則)」 よ り.

5)三 菱電機および松下電器の賃金体系の推移 については,舟 橋(1966)が 詳 しい。両社の昭和 ノ
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三 菱 の場 合 は,東 芝 とは 逆 に,職 員工 員 の呼 称 は昭 和23年 に廃止 され て い る。

しか し,日 給 者,月 給 者 の 区 分 が な くな る の は 昭 和43年 ま で 待 たね ば な らな

か った。 日給,月 給 の 定 義 は 明確 で は な いが,日 給 はい わ ゆ る 日給 月給 制 で,

就 業 日数 に よ り月額 が 異 な って い る の に対 して,月 給 は 月額 が 決 ま って い る も

ので あ る こ とは 確 実 で あ る 。 た だ し,欠 勤 時 の減 給 の 程 度 につ い て は必 ず し も

明 確 で は な い 。 な おゴ 日給 制 にせ よ 月給 制 にせ よ,基 本給 な い しは基 準 が そ う

だ とい うこ とで あ り,能 率 給 な どが 加 味 され て い た の で は あ るが。

組 合 史 は い う。 「昭 和22年2月 に 開 催 さ れ た 第2回 給 与専 門 委 員 会 答 申書 で

は,職 員,工 員 の 身 分 差 撤 廃,給 与 形態 の統 一,に つ い て組 合 主 張 を大 幅 に 入

れ た ものが 労 使 で 意 見.一致 をみ て い る。① 月給 制 が 日給 制 よ り上 位 的 な る社 会

通念 が あ り,月 給 制 に対 す る根 深 い 憧 れ が あ る こ と。② 生 活 保 証 で あ る賃 金 の

性 格 上,日 給 制 よ り月給 制 が 安 定 感 の あ る こ と。③ 逆 に職 員 を 日給 制 にす る と

い う考 え もあ るが,そ れ は単 に職 員 層 の 失望 を招 くだ けで,工 員 と して 実 質 的

に変 化 しな い こ との理 由 に よ り給 与 形 態 の 一 元化 は工 員 の 月給 制 を 目標 と して

進 む こ と に労 使 の意 見 一 致 をみ て い ます 。

しか し全 面 的 に 挙 に月 給 制 へ 移 行 す る こ とは 理念 上,理 論 上 難i点が あ る と

.して,月 給 制 に移 行 す る.1二員 は これ を一 部 に 局 限 す る,そ の限 界 は,(イ 職 種 な

い し職 分 に よ る区分(主 と して 間 接 工 を対 象),〔 ロ働 続 年 数 に よ る区 分(概 ね

勤 続10年 以 上 〉,い}年 齢 に よ る区 分(概 ね25歳 以 上)の3点 か ら検 討 の 結 果,

工 員 の 月給 制 は工 手 以 上(一 般 職3級 の や や 下 に 身分 制 と して あ っ た三 等 工 手

の と ころ に 当 る〉 及 び勤 続10年 以 上 の 者 を 月給 制 とす る結 論 を 出 した 。」
　マ マ 　

しかし,昭 和22年10月 に開催された第三回給与専門委員会では組合側は全員

的不承認をうちだ した。不承認理由の主なものは①全員月給制にされたい,②

基本給×24で は承服できない(25と すべき)な どであった。この第三回給与

、年時点 の給7.規 則は労働法令協会調査部(1953)に 収め られ ている。 また,昭 和留 年時点 の三菱

電機 の日給者賃金規則,R給 者昇 給細則,日 給 著第一...・手当支給細則,日 給 者第二手当支給細則.

口紺 青割増金支給 細則,口 絵 者能率給制 度規則,従 業 員長 期傷病 欠取扱規 則が,労 働法令協会

〔1966)に 収 められ ている。
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専門委員会の主な内容は次のとおりである。まず身分制度について。工員,職

員の名称は廃して一本とするが,職 能上,下 の身分制度を定める。

事務系統 事務,書 記,書 記補

技術系統 技師,技 手,技 手補

技能系統 工師,工 手,工 手補

.ヒの各身分は概ね次の職能系統及び格付け段階によって定める,と して職能系

統.及び格付け段階について定義 〔省略)を 併せて決めている。つぎに給 ワ制度

の合理化が決められた。つまり 「月給制 ・日給制の二本立てとし,職 能に応 じ,

その提供する労働の成果が口や時間をもって等量的に測 り得るもの及び,か か

るものの労働成果に直接的関連を有する労働に従事するものについては日給制

をとり,そ の労働の質量がかかる日時的把握や評価を不適当 とするものについ

ては月給制をとる」としたのである。この制度は43年 の賃金身分制近代化のと

きまでその根幹は大きくゆるぐことなく三菱電機の中に根を下 した。また23年

の新制度の発足に当たっては,そ の当時間接者を中心に数多 くの人が日給者か

ら月給者への転換を行なった。

昭和32年 の昇給基準によれば,資 格は以.ドのように定められていた。

日給着 工長一一等工手一二等工手一三等工手一工手補

月給者 事務一書記一書記補,技 師,王 師一一技手一技手補

日給制の問題が表面化したのは昭和38年 のことであった。同年4月 より週休

3日 制実施にあたって,日 給者の時間短縮分の賃金補償について紛糾 したので

ある。結論としては加給率を25%あ げることで解決 したが,今 後完全週休2日

制を実施 していくためには,日 給者の場合,日 給制のままで時間短縮をおこな

えば月収が不安定になるので,時 間短縮を進めていくには,賃 金形態の面か ら

の検討が必要であ り,「月給制一本化」の問題を賃金.支払制度と身分制度の関

連を含めて検討することになった。組合の賃金近代化案が出るのが昭和40年6

月であり,7月 には確認書を交わし,合 理的な賃金制度への交渉がはじまった。

それは昭和43年3月30日 の 「身分制改訂に関する答申書」に結実する。 ここで
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は新 資 格 制度,職 階制 度 が 決 定 し,賃 金 は 全 員 月給 制 とな り,賃 金 支 払 日 も統

一 され る こ と とな った の で あ る
。

3日 立製作所

日立は早期に社員工員の身分制を撤廃 しているが,他 方で能率給制度を一部

で現在で も残存させている。日立では昭和22年1月 の労使協定によって,社 員

と工員の身分撤廃が決定されている。内容 としては,① 社員 ・工員.の名称を廃

してすべて所員 とする。②給与は基本給(固 定給)と 加給と手当の3種 類とす

る。基本給は月給 とする。加給については,直 接作業者(請 負作業者)と 間接

作業者を区分 し,前 者は基本給100に 対して加給45,後 者は基本給100に 対して

加給30と した。そ して前者は稼 ぎ高,後 者は出勤率ほかの要素の査定をおこな

うものとした。 もちろん当時は激しいインフレによって家族手当,勤 続給など

が大幅にとりいれられ,実 態として生産 と賃金の関係は薄れていたと組.合史は

記 している。そ して昭和25年 には 「新給与制度」が実施され,加 給が第1加 給

と第2加 給に分離 した。加給率はこの時点で間接で95%,直 接で11096と され

た。とくに直接作業者の場合平均 して加給率の3分 の2は 請負つまり能率給で

あった。職務給は技能職が1964年 に,執 務職が1966年 に,監 督指導職が1967年

に導.入された(電 機労連(1989))。 なお,こ の請負制度は現在でも残っている。

資格制度についてみると,昭 和24年 に職務区分制が実施された。つまり企画

職 ・執務職 ・現業職(直 接/間 接)・特務職に区分された。日立中研組合史に

13レ2ペ ージによれば,「企画職 とは係長以 ヒの職分系列にある職務並びに係長

以上の職分系列より直接指示をうけて企画立案並びにその実施 ヒの指導確認を

行なう職務。執務職とは主 として机上事務を行なう職務であって,企 画職,間

接現業職,直 接現業職および特務職の何れにも属さない職務。間接職務 とは運

搬,荷 造,運 転等直接生産に従事 しないが,団 体的労働を主とする間接作業に

従事する職務。直接職務 とは機械,組 立,仕 上,鋳 造,溶 接等の直接作業に従

事する職務。特務職とは何れの職種にも編入を妥当と認めない警備,医 務,寮
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務等 に従 事 す る職 務 」 で あ る。 以 下,資 格 制 度 の変 更点 を列 挙 す る とつ ぎの よ

うに な る。 昭 和27年 特 称 制 度 実 施 。 昭 和32年 に,執 務 職 と現 業 職 が そ れ ぞれ

高 ・中 ・一般 の3区 分 と な る。 昭 和35年 に職 群 等 級 制 度 が 導 入(内 容 不 明)。

組 合 史671ペ ー ジ の 昭和37年 賃..Eげ 結 果 か ら類 推 す る と,つ ぎの よ うな職 群 が

あ っ た よ うで あ る。1.企 画 職,2.執 務 職1級 一2級 一3級 一4級3,現 業 職1

級一2級 一3級 一4級 。1988年 時 点 の資 格 区 分L企 画 職1・2・3級,2.特 称

者 … … 工 師 ・主事,工 匠1級 ・副 主 事1級,工 匠2級 ・副主 事2級,3.監 督 指

導 職1・2・3・4級,4.執 務 ・垂支首邑職1・2・3・4・5・6・7・8級Dほ カ}に職 群

等級,職 務 等 級 が あ る。

IVお わ り に

一

電 機 産 業 の 事例 を 中心 に,職 員 と工 員 の 制 度上 の格 差 につ い て検 討 を進 め て

きた ㌔ 事 例 に よ って,あ らわ れ 方 は 多様 で あ る。 しか し戦 後 直 後 に玉 織 身分

格 差 が 主 要 産 業で 全 面 的 に撤 廃 され た とは い い切 れ な い。 な る ほ ど戦 後 直 後 に

か な りの企 業 で 身分 制 度 撤 廃 が お こな わ れ た こ とは確 か で あ る。 しか し,企 業

整備 期 に揺 れ 戻 しが あ った 。 また い ろ い ろ な 点で 「差 」 は残 っ てい た の で あ る。

これ が ほ ぼ全 面 的 に な くな るの は昭和40年 前 後 で は なか っ た のだ ろ うか 。 工 職

身 分格 差 の完.全撤 廃 に は時 間が 必 要 だ った 。 この流 れ を決 定 づ けた の が 「社 員

組合 」機 能 だ けだ と言 い切 る こ とは で き まい 。す で に述 べ た よ うに,高 度経 済

成長 に よ る 人手 不 足 と高 学 歴 化 が外 的 要 因 と して大 き く影 響 した こ とで あ ろ う。

しか し,ブ ル ー カ ラー 従 業 員 も 「社 員」 と して処 遇 す る よ うに求 め た企 業 別組

合 の存 在 が な けれ ば,ホ ワ イ トカ ラー と プル.一カ ラー との 社 内 で の処 遇 が現 在

6>富 七通の場合,「社員⊥員制度」を廃止し職能区分制度を導入したのは昭和41年のことであっ

た,.[員 は 「技能職」となった。さらに昭和45年の賃金制度改革によって,賃 金体系は本給 ・職

種給能率給となり,日 給制は廃止されることになった.

なお昭和49年時点の賃金制度によれば,①..般 職以上の事技職は本給+職 能給,② 執務職 と常

傭技能職は本給+職 種給,③ 請負技能職は本給+能 率給となっていた。もっとも能率給対象者は

900$ほ どであり,こ の年の組合員数が約3万5千 人であるから,ご く一部に残っていたにすぎ

ないといってよい。そして翌年5月 の川崎]場 での廃止によって,能 率給は全面的に廃止された。

つまり請負技能職はいなくなった。
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のように一本化できた保証はない%
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